
 

地域密着型特別養護老人ホーム アゼリア 

重要事項説明書 

（令和 6 年 8 月 1 日現在） 

 

１．施設の概要 

（１）施設の名称等 

    ・施 設 名   地域密着型特別養護老人ホーム アゼリア 

     ・開 設 年 月 日   平成２３年９月１３日 

     ・所 在 地   熊本県人吉市蟹作町３６９０番地 

     ・電 話 番 号   ０９６６‐３２‐９３５０ 

     ・ファックス番号   ０９６６‐３２‐９３５１ 

     ・管 理 者  施設長 尾方 洋平 

     ・介護保険指定番号   ４３９０３００５３３ 

 

（２）地域密着型特別養護老人ホーム アゼリアの目的と理念・運営方針 

    【目  的】指定地域密着型施設サービス計画に基づき、小規模でより地域に密着した居住環境

の下で、居宅における生活に近い日常生活の中でケアを行うことで、入居者がその有する能力

に応じて、より自律した日常生活を営むことが出来るように支援します。 

    【施設理念】私たち職員は以下の理念を念頭に置き、施設運営に取り組みます。 

      １．人としての尊厳を守り、その人格を尊重します。 

         ２．自律への希望や意欲を持てるサービスや環境を提供します。 

         ３．地域社会における福祉水準の向上を目指し、地域に貢献します。 

    【運営方針】施設理念に則り、以下の運営方針について取り組むことで、入居者のしあわせを追

求します。 

     １．入居者や家族に礼節を尽くし、信頼関係を築きます。 

     ２．入居者それぞれの自分らしい生き方や生活の実現に向けた支援を行います。 

     ３．入居者主体のケアを行い、心身状態の維持・改善に努めます。 

     ４．入居者の情報を把握・共有し、効率的なチームケアを実践します。 

     ５．家族との連絡を密接に行い、安心して利用できるサービスを提供します。 

     ６．入居者に満足して頂くため、職員が充実して働くことのできる環境作りに努めます。 

     ７．地域との連携を密にした福祉サービスを提供し、地域に貢献できるよう努めます。 

 

（３）施設の職員及び勤務体制 

職 種 
常勤 非常勤 

勤務体制 
専従 兼務 専従 兼務 

・施設長（管理者）  1   8:30～17:30 

・医師   0.2  毎週火・木曜日 

・生活相談員  1   8:30～17:30 

・介護支援専門員  2   8:30～17:30 

・看護職員 1 1 1  8:30～17:30 

・介護職員 
14 2 1  

8:30～17:30、7:00～16:00、10:30～19:30 

13:30～22:30、22:00～8:00（各シフト制） 

・機能訓練指導員 1  1  8:30～17:30 

・管理栄養士 1    8:30～17:30 

・調理員 4  1  8:30～17:30、6:00～15:00、10:30～19:30 

・事務員 2    8:30～17:30 

※職員の配置については、指定基準を遵守します。 

 

 

 

 



 

（４）居室・設備の概要 

     当施設では以下の居室・設備をご用意しています。入居される居室は全個室です。 

※居室の変更：入居者より居室の変更希望の申し出があった場合は、居室の空き状況により施設

でのその可否を決定します。また、入居者の心身の状況により居室を変更する場合があります。

その際はご契約者やご家族等と協議の上、決定するものとします。 

 

２．入居定員 ２９名（全室個室） 

 

３．利用料関係 

お支払いいただく「利用者負担金」は，原則として負担割合証に記載のとおり基本利用料

の１割、又は２割、又は３割の額です。  

（１）基本サービス費（介護保険制度では、要介護認定による要介護度によって利用料が異なります。） 

   （介護保険対象１割負担分） 

要介護度 日額（１日） 月額（３０日） 

要介護１ ６８２円 ２０，４６０円 

要介護２ ７５３円 ２２，５９０円 

要介護３ ８２８円 ２４，８４０円 

要介護４ ９０１円 ２７，０３０円 

要介護５ ９７１円 ２９，１３０円 

（２）加算関係（料金は介護保険対象の１割負担分ですが、収入に応じて２割又は３割負担になります） 

＊初期加算（入居後３０日間）                 （３０円／１日） 

＊サービス提供体制強化加算（Ⅰ）               （２２円／１日） 

＊サービス提供体制強化加算（Ⅱ）               （１８円／１日） 

     質の高い介護が提供できるよう介護福祉士の配置や常勤職員の割合による加算。 

    ＊在宅復帰支援機能加算                    （１０円／１日） 

     在宅復帰にあたり、入居者に係る居宅サービスに必要な情報の提供、退所後のサービスの

利用の連絡調整を行った場合に算定。 

    ＊褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）                  （３円／１月） 

    ＊褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）                 （１３円／１月）  

＊褥瘡マネジメント加算（Ⅲ）                 （１０円／１月） 

褥瘡発生予防のため、定期的な評価を行い、計画的に管理することを評価。 

    ＊排せつ支援加算（Ⅰ）                    （１０円／１月） 

＊排せつ支援加算（Ⅱ）                    （１５円／１月） 

    ＊排せつ支援加算（Ⅲ）                    （２０円／１月） 

    ＊排せつ支援加算（Ⅳ）                   （１００円／１月） 

     排せつ障害のある入所者に対し、支援を行った場合に評価。 

＊自立支援促進加算                     （３００円／１月） 

＊看取り介護加算（Ⅰ） 

１（死亡日以前３１日以上４５日以下）            （７２円／１日） 

２（死亡日以前４日以上３０日以下）            （１４４円／１日） 

     ３（死亡日以前２日又は３日）               （６８０円／１日） 

     ４（死亡日）                     （１，２８０円／１日） 

     施設内で看取り介護を行った場合に算定。 

種 類 室数  面積 備 考 

居室 ２９ 15.0 ㎡（1 室芯々） ３ユニット（１０室、１０室、９室） 

食堂・共同生活室・静養室 ３ 152.47㎡（1 ヶ所） 各ユニット１ヶ所 

浴室 ２ 24.0 ㎡（1 ヶ所） 特殊浴槽２、機械浴２、個浴２ 

医務室 １ 12.0 ㎡ 共用 

相談室 １ 13.0 ㎡ 共用 

調理室 １ 60.51 ㎡ 共用 

洗濯室 ２ 8 ㎡（1 ヶ所） ２ヶ所 



 

 

＊療養食加算                          （６円／１回） 

     疾病治療食を提供した場合に算定。 

    ＊口腔衛生管理加算（Ⅰ）                   （９０円／１月） 

＊口腔衛生管理加算（Ⅱ）                  （１１０円／１月） 

 口腔機能のケアに取り組んだ場合に、１月につき所定単位数を算定。 

    ＊経口移行加算                        （２８円／１日） 

     経口摂取を進めるために、栄養管理を行った場合に算定。 

    ＊経口維持加算（Ⅰ）                    （４００円／１月） 

    ＊経口維持加算（Ⅱ）                    （１００円／１月） 

     経口より食事を摂取する入居者に対して特別な管理を行った場合に算定。 

    ＊栄養マネジメント強化加算                  （１１円／１日） 

     入居者の栄養状態を評価し、状態に応じて栄養ケア・マネジメントを行った場合に算定。 

    ＊再入所時栄養連携加算                   （２００円／１月）   

 医療機関と連携して栄養ケア計画を策定した場合に算定。 

＊退所前訪問相談援助加算                  （４６０円／１回） 

     退所前に居宅を訪問し、入居者及びご家族等に対し療養上の指導を行った場合に算定。 

＊退所後訪問相談援助加算                  （４６０円／１回） 

     退所後に居宅を訪問し、入居者及びご家族等に対し療養上の指導を行った場合に算定。 

    ＊退所時相談援助加算                    （４００円／１回） 

     退所後のサービスについて入居者及びご家族等に対し、相談援助を行った場合に算定。 

＊退所前連携加算                      （５００円／１回） 

     居宅介護支援事業所と連携して居宅サービスの利用に関する調整を行った場合に算定。 

    ＊退所時情報提供加算                    （２５０円／１回） 

医療機関へ退所した際、生活支援上の留意点等の情報提供を行った際に算定。 

    ＊外泊時費用                        （２４６円／１日） 

     医療機関への入院や外泊をした場合に算定。１ヵ月に６日間を限度。 

    ＊外泊時在宅サービス利用費用                （５６０円／１日） 

     外泊時に施設が提供するサービスを利用した場合に算定。１カ月に６日間を限度。 

    ＊若年性認知症受入加算                   （１２０円／１日） 

     若年性認知症入居者に対して生活介護を行った場合に算定。 

    ＊個別機能訓練加算（Ⅰ）                   （１２円／１日） 

    ＊個別機能訓練加算（Ⅱ）                   （２０円／１月） 

  入居者に対して、計画に基づき、計画的に機能訓練を行った場合に算定。 

    ＊夜勤職員配置加算（Ⅰ）イ                  （４１円／１日） 

     夜間に配置基準を上回る介護職員を配置した場合に算定。 

    ＊看護体制加算 （Ⅰ）イ                   （１２円／１日） 

     看護職員を２名以上配置し、病院等の看護職員との連携により、２４時間の連絡体制を確 

保している場合に算定。 

    ＊日常生活継続支援加算                    （４６円／１日） 

     重度の入居者に対して手厚い人員体制で介護を行った場合に算定。 

＊生活機能向上連携加算（Ⅰ）                （１００円／１月） 

＊生活機能向上連携加算（Ⅱ）                （２００円／１月） 

 入居者に対して機能訓練を行った場合に算定。 

＊ＡＤＬ維持加算（Ⅰ）                    （３０円／１月） 

＊ＡＤＬ維持加算（Ⅱ）                    （６０円／１月） 

 入居者の自立支援等に効果的な取り組みを行いＡＤＬを維持・改善した場合に算定。 

＊科学的介護推進体制加算（Ⅰ）                （４０円／１月） 

＊科学的介護推進体制加算（Ⅱ）                （５０円／１月） 

 ケアの質の向上のため利用者ごとの計画に基づくケアのＰＤＣＡサイクルの取り組みと、 

ＣＨＡＳＥ等を活用したさらなる取り組みをした場合に算定。 

 



 

＊安全対策体制加算                      （２０円／１回） 

 施設における安全対策についての専門知識を外部より習得し、安全管理体制をより一層高

める場合に算定。 

＊認知症行動・心理症状緊急対応加算             （２００円／１日） 

     認知症の行動等が認められ、在宅生活が困難な利用者を緊急に受け入れた場合、起算して

７日を限定として算定。 

＊配置医師緊急時対応加算    早朝・夜間         （６５０円／１回） 

                深夜           （１３００円／１回） 

 配置医師が、緊急時に入所者の訪問診療を行ったことを評価。 

＊介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） （所定単位数の１００分の１４に相当する単位数） 

     介護職員の賃金の改善等を目的として、介護保険サービスに要する費用の額に加算をして

算定。 

    ＊生産性向上推進体制加算（Ⅰ）               （１００円／月） 

  ＊生産性向上推進体制加算（Ⅱ）               （１０円／月） 

   介護ロボットやＩＣＴ導入等を行い介護サービスの質の向上を行っている場合に算定。 

（３）その他の料金 

    ① 食費・居住費 

段階 食費（１日あたり） 居住費（１日あたり） 

第１段階 ３００円 ８８０円 

第２段階 ３９０円 ８８０円 

第３段階① ６５０円 １，３７０円 

第３段階② １，３６０円 １，３７０円 

第４段階（基準額） １，４４５円 ２，０６６円 

    注１）食費・居住費につきましては負担限度額認定を受けている方は、認定証に記載されて

いる食費・居住費の上記段階別の負担限度額を１日にお支払いただく事となります。 

    注２）入院の場合、入院７日以降より再入居日まで居住費（基準額）を負担して頂く事とな

ります。（但し入院６日までは、負担限度額認定証に記載された額の負担となります。） 

    ② 理美容代                           実費／１回 

    ③ 日常生活用品費（但し、ご利用者の希望によります）     １００円／１日 

      石鹸・ﾎﾞﾃﾞｨｿｰﾌﾟ・ｼｬﾝﾌﾟｰ・歯ﾌﾞﾗｼ・歯磨き粉・ﾃｨｯｼｭﾍﾟｰﾊﾟｰなどに係る費用 

④ 金銭管理費                         ５０円／１日 

⑤ 電気使用料（家電製品を持ち込んだ場合）     ５０円／１日 

⑥ インフルエンザ接種代等                    実費／１回 

    ⑦ 訓練材料費（押し花・習字・お花等）              実費／１回 

  （４）支払い方法 

   【支払方法１】 

・原則、指定の金融機関口座自動引き落しとなり、所定の用紙にてお申し込み頂きます。 

・利用料金の請求書は、翌月の１０日前後に郵送します。利用月の翌月の２６日にご指定の

金融機関から自動振替となります。領収書は入金確認後に次月の請求書と併せて郵送いたし

ます。 

【支払方法２】以下の支払方法がございます。 

・窓口支払の場合は、請求書発行月の末日までにお支払ください。お支払いただきますと領 

収書を発行いたします。 

    ・銀行振り込みの場合は、請求書発行月の末日までにお振込みください。領収書が必要な方 

はお申し出ください。 

 

（５）身元引受人 

   入居者は、契約時に入居者の残置物や利用料金等の滞納があった場合に備えて、一切の残 

置物の引き取り及び債務の保証人として身元引受人を定めていただきます。 

  ・当施設は、「身元引受人」に連絡の上、残置物等を引き取っていただきます。 

  ・引き渡しにかかる費用については、身元引受人にご負担いただきます。 

（６）連帯保証人 



 

     連帯保証人となる方については、本契約から生じる入居者の債務について、極度額 60 万円

の範囲内で連帯してご負担いただきます。その額は、入居者又は連帯保証人が亡くなった時

に確定し、生じた債務について、ご負担いただく場合があります。 

     連帯保証人からの請求があった場合には、当法人及び施設は、連帯保証人に利用料等の支

払い状況、滞納金の額、損害賠償の額等、入居者の全ての債務の額等に関する情報を提供し

ます。 

 

４．協力医療機関等 

   当施設では、下記の医療機関や歯科診療所と連携し、入居者の状態が急変した場合等には、 

速やかに対応出来る体制を整えております。 

    ・協力医療機関  名 称 人吉医療センター  

住 所 人吉市老神町３５番地 

        名 称 医療法人回生会 堤病院 

        住 所 人吉市下林町２３２番地 

・協力歯科医療機関  名 称 医療法人社団今藤会 今藤歯科医院 

      住 所 人吉市北泉田町２３４番地 

 

５．施設利用に当たっての留意事項 

     当施設の利用にあたって、施設に入居されている入居者の共同生活の場としての快適性、安

全性を確保するため、下記の事項をお守りください。 

（１）家族からの介護について 

入居者に対しての介護は、施設職員が行いますので、直接ご家族に求めることはございませ 

ん。 

（２）所持品の持ち込みについて 

できるだけ自宅に近い環境で暮らせるよう、身の周りの品々をご持参ください。特に、入居

者の思い出の品（例えば昔の写真アルバムや自分の作品、賞状等）や普段使用している食器類、

お気に入りの品などをお願いします。家具や電化製品は、事前に居室スペースを確認の上、ご

持参ください。 

（３）面 会 

     面会は、原則自由ですが、面会時間を決めておりますので、ご注意ください。感染予防のた 

め、流行時には、手洗いの励行やマスクの着用、又は面会制限等のご協力をお願いします。 

【面会時間】 朝８：００～夜９：００ 

※面会の際は、受付窓口に設置しております面会簿に必要事項をご記入ください。また、職員へ 

のお心付けは、一切お受けしないことになっておりますのでご理解・ご協力をお願い致します。 

（４）外出・外泊 

   家族の付き添いがあれば、外出や外泊は自由です。できるだけご協力ください。尚、外出や

外泊をされる場合は、「外出・外泊届」をご記入の上、担当職員までご提出ください 

（５）食 事 

      食事が不要な場合は、前日までにお申し出ください。前日までにお申し出があった場合には, 

食事費用は免除されます。※１日１食でも食されますと費用が発生しますが、外泊などにより

３食とも食されない場合は、その日の食費を免除します。 

（６）施設・設備の使用上の注意 

○居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従ってご利用ください。 

○故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設の設備や備品を壊す、

又は汚した場合には、入居者に自己負担により原状に復していただくか、又は相当の代価を負

担していただく場合があります。 

     ○入居者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる場合には、

入居者の居室内に立ち入り、必要な措置を取ることができるものとします。 

      但し、その場合本人のプライバシー等の保護について、充分な配慮を行います。 

○当施設の職員や他の入居者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動を行う

ことは出来ません。 

（７）喫煙・飲酒 



 

    施設内での喫煙は原則禁止としますが、入居者のみ喫煙歴が長く禁止することで日常生活に 

影響を及ぼすおそれある方は所定の場所で喫煙できます。ただし、タバコとライターは防火管 

理上、施設で預からせて頂きます。 

     飲酒は、他の入居者に迷惑がかからない限りにおいて可能ですが、その場合は家族より準備 

して頂きます。又アルコールの保管については、施設で管理させて頂きます。 

 

６．当施設が提供するサービス 

（１）食 事   食事時間 ・朝 食  ８:００～ 

・昼 食 １２:００～ 

・夕 食 １８:００～   

・当施設では、管理栄養士が立てる献立表により、入居者の年齢、心身の状況によって適切

な栄養量及び内容の食事を管理します。 

      ・管理栄養士は、医師、看護職員、介護支援専門員、介護福祉士やその他の職種の者と共同し

て入居者の摂取状況を考慮した栄養マネジメントを行います。 

      ・入居者の自律支援のため、原則として離床して食事をとっていただきます。 

      ・食事時間は入居者の生活リズムに合わせて設定しますが、大幅に食事時間が過ぎてのお食

事は感染・食中毒の危険性もあり、上記食事時間は大まかな目安として考えております。 

（２）入 浴 

      ・入浴又は清拭を週２回以上行います。 

      ・寝たきりの方でも機械浴槽を使用して入浴することが出来ます。 

（３）排 泄 

      ・排せつの自立を促すため、入居者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 

      ・排せつに関する消耗品（オムツやパット等）は、施設で用意し、利用者の負担はありません。 

（４）機能訓練 

      ・機能訓練指導員を中心に介護・看護職員より、入居者の心身等の状況に応じて、日常生活

を送るのに必要な機能の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。 

 

（５）健康管理 

      ・医師や看護職員が、健康管理を行います。 

（６）自律のための支援 

    ・寝たきり防止のため、できる限り離床できるように配慮します。 

      ・清潔で快適な生活を送るため、適切な整容が行われるように援助します。 

（７）金銭管理 

  ・施設で取り扱う入居者の金銭等については、別紙２のとおり適切に管理を行います。 

  



 

７．要望及び苦情等の相談窓口及び苦情解決のための第三者委員の配置 

お客様相談窓口 

窓口責任者 生活相談員 馬場美枝子 

ご利用時間 ８：３０～１７：３０ 

ご利用方法 電 話（０９６６－３２－９３５０） 

      面 談 当施設相談室 

      意見箱 当施設玄関に設置 

窓口責任者が不在の場合は、施設職員が２４時間受付をいたします。 

苦情解決のため、当施設では第三者委員を選任し、必要に応じて第三者委員会や苦情解決委員

会を開催することで、問題解決を図ります。   

第三者委員 
屋代 忠良（蟹作町民生委員） 電話番号 ０９６６－２３－２７３８  

東  侯男（東間上町民生委員）電話番号 ０９６６－２３－５９７６ 

    ○行政機関その他苦情受付機関 

人吉市役所 介護保険係 人吉市西間下町 7-1      電話番号 0966－22－2111 

熊本県国民健康保険団体連合会 熊本市健軍 2 丁目 4－

10   

電話番号 096－365－0811 

 

８．その他 

   当施設についての詳細は、パンフレットを用意してありますので、お申し出ください。 



 

＜別紙１＞ 

 地域密着型特別養護老人ホーム アゼリアのご案内 

  

 

１．地域密着型介護老人福祉施設サービス 

    地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護（地域密着型特別養護老人ホーム）は、介護保

険法で平成１８年度より住み慣れた地域を離れずに利用できるなど、入居者のニーズにきめ細

かく対応できるように新設されたサービスです。 

    地域との結びつきを重視し、市町村、他の事業所との連携に努めていくことを目的とし事業

を実施していきます。 

２．ユニットケアの内容 

    ユニット型の小規模な介護老人福祉施設です。中央の正面玄関から左右にユニットを配置し

ており、各ユニットの居室は全室個室で、洗面台を完備しております。共同生活室、キッチン

を整備し、プライベートな時間を尊重しながらも、憩いとやすらぎを共有しあえる、温かい家

庭的な居住空間です。パブリックスペースは地域住民との交流やその他多目的に使用できる場

所であり、各ユニットで共有する浴室があります。 

    家庭的な浴槽と機械浴を完備しており、個々の入居者の状態に合わせた入浴が出来ます。 

３．個人情報の利用 

    地域密着型特別養護老人ホーム アゼリアでは、個人情報保護法を遵守し、入居者の尊厳を

守り安全に配慮する施設理念の下、個人情報について、利用目的等を以下のとおり定めます。 

（１）利用期間 

介護サービス提供に必要な期間及び契約期間に準じます。 

（２）利用目的 

①介護保険における介護認定の申請及び更新・変更のため 

②利用者に関わる介護計画（ケアプラン）を立案し、円滑にサービスが提供されるために実

施するサービス担当者会議での情報提供のため 

③医療機関、福祉事業者、介護支援専門員、介護サービス事業者、自治体（保険者）、その他

社会福祉団体等との連絡調整のため 

④利用者が、医療サービスの利用を希望している場合および主治医等の意見を求める必要の

ある場合 

⑤利用者の利用する介護事業所内のカンファレンスのため 

⑥行政の開催する評価会議、サービス担当者会議 

⑦その他サービス提供で必要な場合 

⑧上記各号に関わらず、緊急を要する時の連絡等の場合 

（３）使用条件 

①個人情報の提供は必要最低限とし、サービス提供に関わる目的以外決して利用しません。

また、利用者とのサービス利用に関わる契約の締結前からサービス終了後においても、第三

者に漏らしません。 

②個人情報を使用した会議の内容などについて経過を記録し、請求があれば開示します。 

４．第三者評価の実施状況 

  地域密着型特別養護老人ホーム アゼリアが提供しているサービスについては、第三者評価 

を実施しておりません。 

  



 

＜別紙２＞ 

 

入居者の金銭管理について 

 

 入居者の金銭管理等については、社会福祉法人回生会が定める入居者預り金管理規程に基づ

き、適切に処理を行います。 

 

１．入居者及び家族等との契約書の締結 

  金銭管理の取扱については、利用契約書の重要事項説明書において定め、入居時及び必要時

に応じて説明を行い、入居者及び家族等の同意を得ます。 

 

２．管理の方法 

（１）実務を担当する出納取扱者と、出納状況について確認する出納責任者をそれぞれ別に定め

て、複数職員で事務処理に当ります。 

（２）現金や通帳、印鑑等は、施錠できる金庫等に保管します。 

（３）金銭管理は、入居者ごとに個人別出納簿（様式３）を作成して行います。 

 

３．支払 

（１）入居者又は家族等の依頼に基づき、支払います。 

（２）入居者から支払の依頼があった場合は、原則として、家族等の承諾を得ます。 

（３）入居者が、支払依頼書等の記載が困難な場合は、職員が代行して作成を行います。 

（４）支払に伴う領収書又はレシートを保管します。 

（５）医療費等、継続して支払うものについては、包括的に承諾をもって、その都度の承諾を求

めないこととします。 

 

４．家族への報告 

（１）３ヶ月に１回以上、定期的に入居者又は家族等に対して、個人別出納簿、預金通帳等（コ

ピー）及び領収書等により収支状況を報告します。 

（２）定期報告とは別に、臨時で入居者又は家族等から収支状況の報告を求められた場合は、速

やかに対応します。 

 

５．その他 

（１）預り金及び預り品は、原則として退居された場合に速やかに返却するものとします。但

し、入居者又は家族等から申し出があれば、返却いたします。 

（２）預り金に係る個人別出納簿等関係書類の記録については、完結の日から少なくとも５年間

保存します。 

 


